
契約方法の見直し（包括的契約）の概要

R8.4.1〜

センター

※個人・家庭の場合は、
　口頭説明の場合がある

発注者 会員（個人事業主） 

個人・家庭
【消費者】

職群班等（例示）
・大工・塗装班
・襖・障子張り班
・植木版班
・除草班
・福祉・家事援助
サービス班
・毛筆班
・清掃

発注者に

フリーランス法適用　なし
インボイスの影響　なし

公共団体
（法務局、裁判
所、千葉県、
千葉市等）

職群班等（例示）

・植木班

・自転車整理班

・除草班

・封入班

・毛筆班

・安心電話班

・清掃

発注者に

フリーランス法適用　あり
インボイスの影響　あり
　※租税を原資とする公共
　　事業は 原則消費税が
　　かからない

民間企業
（営利企業・公益
団体･組合、NPO

法人等）

職群班等（例示）
・大工・塗装班
・襖・障子張り班
・植木班
・除草班
・封入班
・毛筆班
・清掃
・カート

発注者に

フリーランス法適用　あり
インボイスの影響　あり
　※課税売上高5,000万円
　　以下の簡易課税事業者
　　はインボイスを必要と
　　しない

個人・家庭
【消費者】

※会員が直接の
受託者になれない

ｾﾝﾀｰが事業許可
を受けて行う業務
（指定生活援助型
訪問サービス事
業）

センター

　　　※口頭説明の
　　　　場合がある

職群班等（例示）

・福祉・家事援助
サービス班

センターに

フリーランス法適用　あり
インボイスの影響　あり
　※免税事業者である会員
　　負担分の消費税をセン
　　ターが負担

※本来の発注者が
　存在せず、三者
　による包括的
　契約関係が
　成立しない

独自事業 センター

　　※口頭説明の
　　　　場合がある

職群班等（例示）

・学習教室班

・パソコン班

・刃物研ぎ

センターに

フリーランス法適用　あり
インボイスの影響　あり
　※免税事業者である会員
　　負担分の消費税をセン
　　ターが負担

従 前 通 り

包括的契約

請負等契約

会員業務仕様書

請負等契約

会員就業条件明示書に代えて

シルバー人材センター利用規約

会員業務就業規約

＜ホームページ上で公開＞

市の許可

請負等契約

請負等契約

請負等契約

仕事の依頼

条件明示

会員就業条件

明示書

同意

請負等契約

就業

会員就業条件

明示書

条件明示

同意


